
SVF 認定プリンター制度について 

「SVF 認定プリンター制度」 は、各プリンターメーカー様の様々なプリンターを、

ウイングアーク１ｓｔ製品「SVF」の動作確認済みプリンターとして認定するサービス

です。認定プリンターは、ウイングアーク１ｓｔコーポレートサイトの SVF 対応プリ

ンター一覧へ掲載できます。 

認定にあたっては、SVF からの印刷内容や周辺機器の制御が正しく行われるかを検

証し、検証結果を審査します。検証に使用する SVF 試使用版（1 年間利用可能）や検

証ツールの利用に費用は一切かかりません。 

認定までの流れ 

認定を得るまでには以下の作業があります。 

• プリンター検証依頼 
• 検証実施 
• 検証結果レポート送付 
• プリンター掲載依頼 

 



プリンター検証依頼 

プリンター検証を希望する場合、サービスデスクの「お問い合わせ」から申し込み

ます。 

検証実施 

プリンター検証の申し込みを済ませると「SVF 試使用版」と「検証キット」一式

が送付されます。一式に含まれるマニュアルにそって検証を実施します。 

検証結果レポート送付 

検証が済みましたら検証結果をご報告いただきます。検証結果の報告には、検証キ

ットで作成したレポートを送付します。サービスデスクの「SVF 認定プリンターお

申し込み」からご報告ください。 

ご報告後、ウイングアーク１ｓｔの審査が行われ審査結果を数営業日ののちご連絡

いたします。 

プリンター掲載依頼 

ウイングアーク１ｓｔの審査を通ると、ウイングアーク１ｓｔのコーポレートサイ

トの「SVF 対応プリンター」に掲載できます。サービスデスクの「SVF 認定プリン

ターお申し込み」を利用し、掲載画像や情報をご提供ください。ご提供いただいた情

報をもとに掲載ページを更新し、ご担当者様のご確認のうえ公開されます。 

  



お問い合わせ方法 

各種お問い合わせ、制度の利用申し込み、検証結果の報告などは、サービスデスク

でやりとりします。 

 

初回（はじめてご利用する場合） 

サービスデスクへのアカウントのご登録が必要です。「アカウントを登録する」を

ご確認のうえ、アカウントの登録をお願いします。 

すでにご利用されている場合 

サービスデスクへログイン後、ポータルページなどをご利用いただけます。 

 

ご利用の注意事項 

・ご提供するウイングアーク１ｓｔ製品および検証ツール一式は２次利用が禁止されています。 

・SVF 認定プリンター制度の内容は、事前の予告なしに変更されることがあります。 

 

  



アカウントを登録する 

1. サービスデスク初回登録のメールを送信する 

SVF 認定プリンター制度のサービスデスクを利用するにはアカウント登録が必要

です。つぎのメールアドレスへメールを送信してください（件名、内容は任意入

力）。 

 

2. リクエストの確認をする 

メールを送信すると自動応答メールが届きます。「リクエストはこちらからご確

認、更新いただくことができます #SVFCPS-xxx」をクリックしサインアップへ進

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

自動応答が届かない場合は、以下のメールアドレスへご連絡ください。 

・PDL_Test_Kit@wingarc.com  

svfcps@wingarc-cps.atlassian.net 



3. サインアップページのリンクを取得する 

はじめてご利用の場合は、アカウント登録のためのサインアップページのリンクを

取得します。「Send link」をクリックすると再びメールが届きます。 

 

4. サインアップページを開きます 

サービスデスクから届いたメールの「Sign up」をクリックしサインアップページ

を開きます。 

 



5. サインアップします 

サインアップページで「担当者名」、「パスワード」を入力し「Sign up」をクリ

ックします。 

 

 

 

 

 

 

6. 完了 

サインアップが完了すると、サービスデスクとやりとりが出来るようになります。

ご登録のメールアドレスへサービスデスクのご利用方法が届きますのでご確認くださ

い。 

 

  



補足 

本書のご不明点その他お問い合わせは下記メールアドレスへご連絡ください。 

 

PDL_Test_Kit@wingarc.com 


